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PRTR排出量等届出の作成手順 
 

 

④届出完了を確認してログアウト 

①PRTR届出システムへログイン 

②PRTR排出量等届出を作成 

③届出を都道府県等に提出（送信） 

届出の内容を入力します。 

提出期間内（毎年 4/1～6/30  ）なら 

いつでも送信可能です。 

※6/30が土日の場合は次の月曜日まで。 

ユーザＩＤ・パスワードを入力します。 

提出後、変更届出、取下げ願いが作成

できます。 

P.７ 

P.１１ 

P.１ 

※ 

2022 年度～2024 年度に実施しました、電子届出の期間延
長（4/1～7/31）は、2024年度で終了しました。 

 

P.２ 
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１． PRTR排出量等届出の作成手順 

１．１ 「PRTR届出システム」へログイン 

（1）PRTR届出システム 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html 

上記のURLにアクセスして「ログイン」ボタン

をクリックします。 

 

 

 

（2）ログイン画面が表示されます。 

①ユーザＩＤ 

②パスワード 

を入力し、「実行」ボタンをクリック、または

Enterキーを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

（3）初期パスワードでログインした時は、パ

スワード変更画面が表示されます。 

新しいパスワードを入力して「パスワードを

変更する」ボタンをクリックします。 

 

※次回ログイン時からは、変更した新しい

パスワードでログインしてください。 

※パスワードは厳重に管理し、定期的に

変更してください。 

  

 PRTR 電子 

ログインできない時、またはログイン画面

が表示されない場合は、「２．１ ログイン

できない」（P.12）を参照してください。 

 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html
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１．２ PRTR排出量等届出を作成 

（1）画面左のメニューから 

「1-1.排出量等届出」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）登録済の事業所一覧が表示されます。

届出を作成する事業所の「届出作成」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）排出量等届出（本紙入力）画面が表示

されます。 

提出日、届出先、業種、従業員数等を入

力します。 

 

※ファイル読込み 

「PRTR 届出作成支援システム」等で作成

した XML ファイルが読み込めます。 

【PRTR届出作成支援システム】 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien

_system.html 

※ 

 PRTR 作成支援 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html
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（4）本紙入力後、別紙を作成します。 

 ① 過去に届出を提出し、物質（別紙）の登録がある場合は、別紙内容の変更または削除を行います。 

 ② 新しい物質を届け出る場合は、新規の別紙を追加作成します。 

 

① 過去に届出を提出し、物質（別紙）の登録がある場合（別紙内容の変更・削除） 

 

Ａ．「変更」ボタンをクリックすると、登録済

の別紙内容が変更できます。→（5）へお進

みください。 

 

Ｂ．「別紙削除」ボタンをクリックすると、該

当の物質（別紙）が削除できます。 

※別紙が複数ある場合は、選択中の別紙

画面でも削除できます。（【複数の別紙を

登録している場合】→P.4へ） 

 

C．「燃料小売業者向けの排出量算出」ボ

タンをクリックすると、ガソリンスタンドにお

ける地下貯蔵タンクの排出量を算出できる

画面に遷移します。（＜燃料小売業者向け

の排出量算出＞→P.5へ） 

 

 

 

 

 

② 新しい物質を届け出る場合（新規別紙の作成） 

画面下にある「別紙追加」ボタンのクリック

で別紙入力画面に切り替わります。→（5）

へお進みください。 

 

 

 

  

C 

Ａ 

 

Ｂ 
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(5)別紙の内容を入力後、「追加」（または

「変更」）ボタンをクリックします。これで1つ

の化学物質の別紙作成が完了です。 

 

※排出量・移動量がない場合は、「0.0」を

入力してください。 

「排出量・移動量に「0.0」を設定」ボタンをク

リックすると、排出量・移動量の未入力欄

に「0.0」を設定することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数の別紙を登録している場合】 

画面上部の← →ボタンをクリックすると、

続けて別紙内容が入力できます。 

「この別紙を削除する」ボタンで選択中の

別紙が削除できます。 

 

【別紙の名称検索が可能な項目】 

以下の項目は、検索（中間一致）入力が可能です。 

・第一種指定化学物質の名称 

・排出先の河川、湖沼海域等の名称 

名称のプルダウンをクリックすると検索用の入力欄が表示されま

す。キーワードを入力して検索してください。 

 

 

  
（例：「排出先の河川、湖沼海域等の名称」の場合） 

 

※すでに登録している物質と同じ物質

は作成できません。「同一の物質は複

数件登録することはできません。」とエ

ラーメッセージが表示された場合は

「キャンセル」ボタンをクリックして入力

内容を破棄するか、異なる物質を再

選択してください。 
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＜燃料小売業者向けの排出量算出＞ 

「燃料小売業者向けの排出量算出」ボタンを

クリックすると、ガソリンスタンドにおける地下

貯蔵タンクの排出量を算出できる画面に遷

移します。 

 

※この画面は【PRTR届出作成支援システム】

の燃料算出と同様の機能です。 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_sy

stem.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① それぞれの受入量／給油量、ベーパー回収設備の有無を入力します。 

② 「排出量を算出する」ボタンをクリックすると、排出量を算出できます。結果は＜算出結果＞欄に反映され

ます。 

③ 「算出結果から別紙を作成する」ボタンをクリックすると、算出結果欄の情報をもとに排出量等届出別紙を

作成します。作成後は（6）へお進みください。 

※「入力情報をクリア」ボタンをクリックすると、入力された内容が破棄されます。 

※入力した内容を破棄して前画面へ戻る場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。  

 

 

 

① 

 
② 

③ 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html
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(6) 排出量等届出（本紙入力）画面に作成

した別紙が表示されます。 

 

 

さらに化学物質（別紙）を追加・変更・削除

する場合は（4）～(6)の手順を繰り返しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【対象物質が入力できない場合】 

2024年度（2023年度把握）の届出から

届出対象物質が変わり、物質番号は

「管理番号」で届け出ることになりまし

た。対象物質が入力できない（見つから

ない）場合は、下記 URL（経済産業省）

の管理番号リスト（新旧対照表）を参照

し、入力したい対象物質とその「管理番

号」をご確認ください。 

https://www.meti.go.jp/policy/chemi

cal_management/law/prtr/seirei4.ht

ml 

 

 

PRTR 管理番号リスト  

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html
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１．３ 届出を都道府県等に提出（送信） 

（1）本紙、別紙の入力が終わったら、都

道府県等に提出します。 

 

提出前に届出書を印刷する場合は、

「印刷」ボタンをクリックします。 

（印刷せずに提出する場合 →P.8へ） 

 

 

 

 

 

排出量等届出（印刷）画面で、出力

様式（本紙のみ、又は本紙＋別紙）

を選択して「印刷」ボタンをクリック

します。 

 

 

 

ダウンロードのウィンドウが開きます。 

ご利用の環境（ブラウザやダウンロード設

定等）にしたがってファイルを開いた後、

印刷を行ってください。 

印刷が完了しましたら、「閉じる」をクリッ

クして画面を閉じてください。 

 

「戻る」ボタンをクリックして排出量等届出

（本紙入力）画面に戻ります。 

 

 

  

【提出後に印刷を行う場合】 

事業所一覧の整理番号欄に表示され

る整理番号リンクをクリックします。 

画面右上に表示される「印刷」ボタン

をクリックすると、届出書が PDF 形式

で出力されます。 
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（2）都道府県等に提出する場合は、「入力

内容確認画面へ」ボタンをクリックします。 

（「一時保存」ボタンで保存して、後ほど提

出することも可能です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックすると警告メッセージが表示される場合】 

届出書の<事業所の概要>「事業所所在地」

を修正した場合に、このメッセージが表示

されることがあります。 

 

但し、下記例の場合も、このメッセージが

表示されてしまいます。 

（例） 使用届出情報「9丁目 9-9」 

排出量等届出「9-9-9」 

 

問題がなければ、「OK」をクリックして操作

を先にすすめてください。 

 

※ 排出量等届出の提出後に使用届出内容の確認や変更が必要な場合は、「２．５ 登録している情報を変

更したい（例：会社名や担当者名など）」（P.19）を参照ください。なお、排出量等届出（完了）画面の「使用届出

の変更」ボタン（P.10）からも使用届出の変更画面へ遷移できます。  

※入力内容に誤りがあると、「入力内容確認画面へ」ボタン

をクリックしても次画面に遷移しません。（画面上部にエラー

メッセージが表示されます。） 

エラーメッセージが表示される場合は、内容を修正して再度

「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックしてください。 
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【「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックすると確認事項が表示される場合】 

主に、下記の例で確認事項が表示されます。 

例：法人番号の未入力 

   排出量・移動量の大幅な増減 

   届出先大臣と主たる事業の組合わせ疑義  

 

 

① 届出内容の変更が必要ない場合 

「問題なし」ボタンで内容確認画面へ遷移してください。また、都道府県等から問い合わせの可能性がありま

すので、できるかぎり「確認事項へのコメント（事業者）」欄への入力をお願いします。 

② 届出内容の確認・変更を行う場合 

「画面上で修正」ボタンで本紙入力画面に戻り、届出内容の確認や変更を行ってください。 

 

※ 法人番号が未入力の場合 

法人番号を入力していない場合、「確認事項へのコメント」欄の入力は必須です。法人番号を入力したい場合

は、「画面上で修正」ボタンをクリックしてください。  

① 

 

～2024年度から届出様式に法人番号欄が追加されました。～ 

法人番号は下記 URL（国税庁）の「法人番号公表サイト」より検索できます。 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ 

 

国税庁 法人番号公表サイト  

② 

※ 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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（3）正しく入力が完了すると、排出量等届

出（内容確認）画面が表示されます。 

※この時点ではまだ届出は完了していま

せん。 

 

「この内容で提出する」ボタンをクリックす

ると、届出が都道府県等に提出（送信）さ

れます。 

 

 

 

 

 

（4）排出量等届出（完了）画面が表示され

ます。「一覧へ」ボタンをクリックします。 
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１．４ 届出完了を確認 

（1）届出が完了すると、処理状況が「届出

済」となり、整理番号欄に整理番号リンク

が表示されます。 

（整理番号リンクをクリックすると、届出内

容の確認、印刷が可能です。） 

 

 

※事業所名をクリックすると「受領証」リン

クが表示されます。こちらをクリックすると

排出量等届出の受領証が表示されます。 

 

 

 

 

届出が完了すると、担当者へ電子メール（件名：「PRTR システムインフォメーション（排出量等届出－到達）」）

が送信され、提出先の都道府県等で届出が審査されます。 

審査の結果、都道府県等が受理を行うと、電子メール（件名：「PRTR 届出システムからのお知らせ（排出量

等届出－受理）」）が届きますのでご確認ください。（特に処理を行う必要はありません。） 

※都道府県等によっては受理に時間がかかる場合があります。 
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【半角・全角の例】               【小文字・大文字の例】 

半角  abc ABC 123 +%           小文字  abcde 

全角  ａｂｃ ＡＢＣ １２３ ＋％        大文字  ABCDE 

２． こんなときは？ 

２．１ ログインできない 

(1) ログイン画面で「ユーザ ID又はパスワードが一致しません」と表示される場合 

 

左記のエラーメッセージが表示される場合は、

以下の事項をご確認ください。 

 

 

 

 

◆ユーザ ID、パスワードは間違っていませんか？ 

ユーザＩＤ・パスワードは、半角文字で入力してください。また、ユーザＩＤ・パスワードは小文字と大文字を区別します。  

念のため、メモ帳などのテキストエディタに一度入力し、間違いがないか確認してください。  

 

 

 

 

◆パスワードを変更していませんか？ 

都道府県等から通知された初期パスワードでログインすると、必ずパスワード変更が求められます。 

初期パスワードでログインできないときは、以前システムにログインしてパスワードを変更している可能性があります。 

 

変更済みのパスワードを忘れた場合は、ログイン画面からパスワードを再設定してください。再設定の案内は、登録済

みのメールアドレスに届きます。 

 

※ご登録のメールアドレスが使用できない場合は、パスワードを初期化いたします。（初期化の手順は →＜パスワード

初期化手順＞P.13へ） 

 

 

＜パスワード再設定手順＞ 
① ログイン画面の「こちら」リンクをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
② ユーザ ID を入力して「メールを送信する」ボタンをクリックしま

す。 
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件名 「パスワードの初期化依頼」  

本文  

・ユーザ ID…    ←都道府県等から郵送されたもの   

・事業者名…    ←システム登録情報<電子情報処理組織使用届出情報>  

・担当者名…    ←システム登録情報<電子情報処理組織使用届出情報>  

③ メール送信完了のメッセージが表示されたら、「OK」をクリッ

クします。 

※登録のメールアドレスに「事業者ユーザパスワード再設定

URLの通知」という件名のメールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 受信したメール本文にある UPLにアクセスしてください。URL

の有効期限はメール受信後 30分です。 

 

 

 

 

 

 

➄ 「新しいパスワード」と「新しいパスワード（確認）」を入力し、

「パスワードを再設定する」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ パスワード再設定完了が表示されます。「OK」をクリックして

ログイン画面へお進みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パスワード初期化手順＞ 
パスワード再設定手順でメールが届かない場合や、パスワードの初期化を希望の方は、パスワードを初期化いたします。 

下記内容を記載のうえ、 info_prtr@nite.go.jp までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜都道府県から通知されたユーザ ID、初期パスワードがわからない方＞ 
ユーザ ID、初期パスワードを紛失した場合は、提出先の都道府県等までお問い合わせください。 

 

 

  

【都道府県等 PRTR担当窓口一覧】 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/notify.html#sankou 
 

mailto:info_prtr@nite.go.jp
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/notify.html#sankou
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２．２ 提出済の排出量等届出の内容を変更したい 

（1）画面左のメニューから「1-1.排出量等届出」

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）登録済の事業所一覧が表示されます。 

当該年度の変更届出を作成する場合は、そ

のまま「変更作成」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）変更届出を作成します。 

変更届出書の「変更内容」と「その理由」は、

必ず入力してください。 

続けて、本紙、別紙の該当箇所を変更してくだ

さい。終わりましたら、「入力内容確認画面へ」

ボタンをクリックします。 

 

 

 

  

過年度の変更届出を作成する場合は、把握

年度を変更し、該当の整理番号が表示された

ら「変更作成」ボタンをクリックします。 

※排出把握年度の項目は、プルダウンから

当該年度を選択したら、自動で切り替わりま

す（「検索」ボタンのクリック不要）。 

排出量等届出 

※入力内容に誤りがあると、「入力内容確認画面

へ」ボタンをクリックしても次画面に遷移しません。

（画面上部にエラーメッセージが表示されます。） 

エラーメッセージが表示される場合は、内容を修

正して再度「入力内容確認画面へ」ボタンをクリッ

クしてください。（「入力内容確認画面へ」エラーに

ついては →P.8へ） 

※確認事項が表示された場合は →P.9へ 
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（4）正しく入力が完了すると、排出量等変

更届出（内容確認）画面が表示されます。 

※この時点ではまだ届出は完了していま

せん。 

 

「この内容で提出する」ボタンをクリックす

ると、変更届出が都道府県等に提出（送信）

されます。 

 

 

 

（5）変更届出（完了）画面が表示されます。

「一覧へ」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所一覧では処理状況が「届出済」とな

ります。変更届出、取下げ願いは、随時作

成できます。 

また、変更届出を提出した場合は、整理番

号の末尾「-00」が１番ずつ繰り上がり「-01」

等になります。 
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２．３ 排出量等届出の照会電子メールが届いた 

通知メール（排出量等届出－照会）が到着したら、

「ＰＲＴＲ届出システム」にログインし、画面左のメ

ニューから「1-1.排出量等届出」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「照会確認」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会の内容を確認して、回答を行います。 

① 届出内容を変更しない場合は、理由欄に理由

を入力し、「変更不要で回答」ボタン、次画面で

「OK」ボタンをクリックします。 

② 届出内容を変更する場合は、「変更届出」ボタ

ンをクリックします。※この後の変更手順は P.14

（3）を参照してください。 

③ 届出を取下げる場合は、「取下げ願い」ボタン

をクリックし、取下げ願いを作成して提出します。 

  

過年度届出への照会の場合は、排出

把握年度を変更し、該当の整理番号

が表示されたら「照会確認」ボタンをク

リックします。 

※排出把握年度の項目は、プルダウ

ンから当該年度を選択したら、自動で

切り替わります（「検索」ボタンのクリッ

ク不要）。 

【要処理及び未処理照会件数について】 

排出量等届出や使用届出の要処理・未処

理照会がある場合、メニュー画面に件数が

表示されます。（最大 6把握年度分） 

※最新把握年度のみ一時保存の届出を要

処理件数にカウントします。 

排出量等届出 

 

 

   
① ② ③ 

届出システムは、120 分間画面操作がない

と自動的にログアウトするようになっていま

す。自動ログアウトすると、入力内容は保

存されませんので、ご注意ください。 
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① 「変更不要で回答」ボタンをクリックした場合（届出内容を変更しないとき） 

照会処理（完了）画面が表示されると、都道府

県等へ照会回答が通知されます。 

「一覧へ」ボタンをクリックして事業所一覧へ戻

り、照会日欄に「照会回答済」と表示があれば、

照会回答が正常に完了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 「変更届出」ボタンをクリックした場合（届出内容を変更するとき） 

照会処理（完了）画面が表示されると、都道府

県等へ照会回答が通知されます。 

「一覧へ」ボタンをクリックして事業所一覧へ戻

り、照会日欄に「照会回答済」と表示があれば、

照会回答が正常に完了しています。 

※変更届出で回答した場合は、整理番号の末

尾「-00」が１番ずつ繰り上がり「-01」等になりま

す。 

 

 

 

 

③ 「取下げ願い」ボタンをクリックした場合（届出自体が不要だった） 

照会処理（完了）画面が表示されると、都道府

県等へ照会回答が通知されます。 

「一覧へ」ボタンをクリックして事業所一覧へ戻

り、照会日欄に「照会回答済」と表示があれば、

照会回答が正常に完了しています。 

※取下げ願いで回答した場合は、整理番号の

末尾が「-99」となります。  

 

「取下げ願い」は、届出そのものを取

下げします。一部の別紙を削除する

場合は「変更届出」ボタンをクリックし

ます。（変更届出を提出する場合は    

→②へ） 
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２．４ 排出量等届出の職権訂正メールが届いた 

職権訂正とは、届出書の記載内容の誤りが軽微かつ明らかな場合に、都道府県等または届出先大臣が行う

修正のことです。※特に処理を行う必要はありません。 

 

職権訂正の通知メールが届いたら、届出システム上で訂正内容を確認できます。 

「ＰＲＴＲ届出システム」にログイン

します。画面左のメニューから

「1-1.排出量等届出」をクリックし

ます。 

 

登録済の事業所一覧が表示され

ます。職権訂正欄の「有」をクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職権訂正履歴が表示されます。

内容を確認し、「閉じる」ボタンを

クリックします。 

その後、「ＰＲＴＲ届出システム」を

ログアウトしてください。 

  

排出量等届出 

過年度届出の職権訂正の場合は、

把握年度を変更し、該当の整理番

号が表示されたら職権訂正欄の

「有」をクリックします。 

※排出把握年度の項目は、プルダ

ウンから当該年度を選択したら、自

動で切り替わります（「検索」ボタン

のクリック不要）。 
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２．５ 登録している情報を変更したい（例：会社名や担当者名など） 

使用届出で登録している情報は随時変更できます。担当者変更の場合などは速やかに処理を行ってください。

なお、排出量等届出の内容を変更する手順については、「２．２ 提出済の排出量等届出の内容を変更したい」

(P.14)を参照してください。 

画面左のメニューから「2-1.登録情

報変更（担当者、事業者情報等の

変更）」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※届出先が複数ある場合は、全て

選択をしたまま提出しても届出が

必要な都道府県等にのみ提出さ

れます。 

 

「登録情報の変更」ボタンをクリッ

クします。 

  

 

使用届出 
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変更日を入力します。 

変更日は実際に変更のあった日

を選択してください。 

 

 

届出者情報・担当者情報を変更し

ます。コメントがあれば、コメント欄

に入力します。 

「入力内容確認画面へ」ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

 

変更内容を確認し、「この内容で

提出する」ボタンをクリックします。

変更届出が都道府県等に送信さ

れます。 

※変更内容が実際にシステムに

反映されるのは、都道府県等の受

理後になります。 

 

※都道府県等が受理を行うと、担

当者へ電子メール（件名：「PRTR

届出システムからのお知らせ（使

用届出－受理）」）が届きます。 

 

 

「一覧へ戻る」ボタンをクリックする

と、登録情報変更画面へ戻りま

す。 
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２．６ 既存の届出先に新しい事業所を追加登録したい。登録済の事業所情報を変更・削除したい 

ログイン後のメニューから「2-1.登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をクリックします。 

一覧から事業所を追加・変更する届出先を選択して「登録情報の変更」ボタンをクリックしてください。（P.19 参

照） 

変更日を入力します。 

変更日は、実際に変更のあった日

を選択してください。 

①事業所の追加は「事業所追加」

ボタン、②変更・削除は事業所名

をクリックし、事業所情報入力画面

へ遷移します。 

また、コメントがあればコメント欄に

入力します。 

 

※使用届出を一度も提出していな

い都道府県等に、新たに事業所を

追加登録する場合は、「２．７ 使

用届出が未提出である都道府県

等へ事業所を追加登録したい」

（P.24）を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

②

 

使用届出 

①
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① 「事業所追加」ボタンをクリックした場合（事業所を追加するとき） 

事業所情報を入力し「追加」ボタン

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 事業所名リンクをクリックした場合（事業所情報を変更または事業所を削除するとき） 

事業所情報を変更する場合は、事

業所情報を変更して「更新」ボタン

をクリックします。（変更区分と変

更理由は任意で入力してくださ

い。） 

 

事業所を削除する場合は、「削除」

ボタンをクリックします。 
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事業所一覧に戻ると、区分欄に修

正や追加、削除と表示されます。 

「入力内容確認画面へ」ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更内容を確認し、「この内容で

提出する」ボタンをクリックします。

変更届出が都道府県等に送信さ

れます。 

※変更内容が実際にシステムに

反映されるのは、都道府県等の受

理後になります。 

 

※都道府県等が受理を行うと、担

当者へ電子メール（件名：「PRTR

届出システムからのお知らせ（使

用届出－受理）」）が届きます。 

 

 

「一覧へ戻る」ボタンをクリックする

と、登録情報変更画面へ戻りま

す。 
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２．７ 使用届出が未提出である都道府県等へ事業所を追加登録したい 

ログイン後のメニューから「2-1.登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をクリックします。 

「使用届出が未提出である自治体

へ事業所を追加する場合はこちら」

の「こちら」リンクをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加する事業所の届出先と提出

日を入力します。 

提出日は使用届出を提出する日

を入力してください。 

 

 

「事業所追加」ボタンをクリックし、

事業所情報入力画面へ遷移しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

使用届出 
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事業所情報を入力し「追加」ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所一覧に戻ると、追加した事

業所名が表示され、区分欄が追

加となります。 

「入力内容確認画面へ」ボタンを

クリックします。 
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入力内容を確認し、「この内容で

提出する」ボタンをクリックします。

使用届出が都道府県等に送信さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※届出内容が実際にシステムに

反映されるのは、都道府県等の受

理後になります。 

 

「一覧へ戻る」ボタンをクリックする

と、登録情報変更画面へ戻りま

す。 

 

※都道府県等が受理を行うと、担

当者へ電子メール（件名：「PRTR

届出システムからのお知らせ（使

用届出－化管法施行規則第 12

条第 2 項に係る通知」）」が届きま

す。 

メール本文の URL から「電子情

報処理組織使用届出書登録情報」

のダウンロード専用サイトにアク

セスできます。 

（ダウンロードの有効期限はメー

ル受信後 30 日以内です。） 
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２．８ 使用届出の照会電子メールが届いた 

通知メール（使用届出－照会）が到着した

ら、「ＰＲＴＲ届出システム」にログインし、

画面左のメニューから「2-1.登録情報変更

（担当者、事業者情報等の変更）」をクリッ

クします。 

※廃止届出への照会の場合は、「2-2.ユ

ーザの削除（廃止届出）」をクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

「照会確認」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会の内容を確認して、回答を行います。 

① 届出内容を変更しない場合は、理由欄

に理由を入力し、「修正不要」ボタン、次画

面で「OK」ボタンをクリックします。 

② 届出内容を変更する場合は、「修正」

ボタンをクリックします。 

※この後の変更手順は（P.19または P.21）

を参照してください。 

③ 届出を破棄する（届出自体が不要だっ

た）場合は、理由欄に理由を入力し、「届

出破棄」ボタン、次画面で「OK」ボタンをク

リックします。  

使用届出 

 

 

 

   
① ② ③ 

 



 

28 

① 「修正不要」ボタンをクリックした場合（届出内容を変更しないとき） 

照会処理（完了）画面が表示されると、都

道府県等へ照会回答が通知されます。 

「一覧へ」ボタンをクリックして登録情報変

更画面へ戻り、照会欄に「照会回答済」、

処理状況欄に「修正不要回答」と表示があ

れば、照会回答が正常に完了しています。 

 

※変更内容が実際にシステムに反映され

るのは、都道府県等の受理後になります。 

 

 

② 「修正」ボタンをクリックした場合（届出内容を変更するとき） 

変更届出（届出完了）画面が表示されると、

都道府県等へ照会回答が通知されます。 

「一覧へ」ボタンをクリックして登録情報変

更画面へ戻り、照会欄に「照会回答済」、

処理状況欄に「修正回答」と表示があれば、

照会回答が正常に完了しています。 

 

※変更内容が実際にシステムに反映され

るのは、都道府県等の受理後になります。 

 

 

③ 「届出破棄」ボタンをクリックした場合（届出を破棄する（届出自体が不要だった）とき） 

照会処理（完了）画面が表示されると、都

道府県等へ照会回答が通知されます。 

「一覧へ」ボタンをクリックして登録情報変

更画面へ戻り、照会欄に「照会回答済」、

処理状況欄に「破棄回答」と表示があれば、

照会回答が正常に完了しています。 

 

※届出破棄が実際にシステムに反映され

るのは、照会回答後、都道府県等が承諾

を行った後になります。 

 

 

 


